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○阿智村ふるさと奨学金返還支援金交付要綱 

令和４年７月13日 

告示第31号 

（目的） 

第１条 この要綱は、若者の村内への移住・定住の促進及び地域産業の担い手となる人材

の確保を図るため、本村に定住し、自宅から通勤できる範囲の事業所に就職（起業又は

就農を含む。）した者で奨学金の返還を行う者に対し、阿智村ふるさと奨学金返還支援

金（以下「支援金」という。）を交付することに関し、補助金等交付規則（昭和58年規

則第２号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとす

る。 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 

(1) 高校・大学等 学校教育法に基づく高等学校、大学、短期大学、大学院、高等専門

学校及び専修学校（専門課程）、専門職大学又は職業能力開発促進法に規定する大学

校、その他村長が認めるものをいう。 

(2) 奨学金等 独立行政法人日本学生支援機構が行う奨学金、都道府県・市町村が行う

奨学金、厚生労働省が行う技能者育成資金融資制度、その他村長が適当と認める奨学

金をいう。 

（交付対象者） 

第３条 支援金の交付の対象となる者（以下「交付対象者」という。）は、次の各号のい

ずれにも該当する者とする。 

(1) 支援金申請日の属する年度の末日時点で32歳未満の者 

(2) 高校・大学等在学中に奨学金の貸与を受け、自ら返還している者 

(3) 阿智村に住所を有する者。ただし、支援金交付申請時においては、６か月以上連続

して阿智村に住所を有する者 

(4) 自宅から通勤できる範囲の事業所に勤務、起業又は就農している者。ただし、支援

金交付申請時においては、６か月以上連続して勤務、起業又は就農している者 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象としない。 

(1) 村税等、村への納付金を滞納している者 

(2) 阿智村に５年以上定住する意思がない者 

(3) 奨学金の返還に関する他の補助金の申請又は受給をしている者。ただし、企業の奨
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学金返済支援（代理返還）制度により、一部を自ら返還している者は除くものとす

る。 

(4) 阿智村暴力団排除条例（平成23年阿智村条例第24号）第２条第１号に定める暴力

団、同条第２号に定める暴力団員と密接関係者 

(5) 前各号に定めるもののほか、村長が適当でないと認めた者 

（交付対象経費） 

第４条 支援金の交付の対象となる経費（以下「支援対象経費」という。）は、交付対象

者としての要件を満たし前年度４月１日から３月31日までの間に交付対象者が返還した

奨学金等の額とする。ただし、奨学金の返還に係る利子相当額及び返還が遅れた場合に

おける延滞利息分相当額は含めない。 

２ 複数の奨学金等の貸与を受けている場合は、当該奨学金等の返還額を合算した額まで

とする。 

３ 前２項の奨学金等の返還額には、繰上償還分を含むものとする。 

（支援金の額） 

第５条 支援金の額は、交付対象経費の２分の１以内（千円未満の端数は切捨て）とし、

年度における限度額を18万円とする。 

２ 複数回申請する場合は、総額の上限を90万円とする。 

（交付対象期間） 

第６条 支援金の交付の対象となる期間（以下「交付対象期間」という。）は、支援金の

交付対象経費とする奨学金を返還した最も早い月から起算し60か月とする。ただし、奨

学金の返還が完済したとき又は第３条の交付対象者としての要件を満たさなくなったと

きは、その日の属する月をもって終了とする。 

２ 交付対象期間中に交付対象者の要件を喪失した者が、再び交付対象者の要件を満たし

支援金の交付を受ける場合は、前項において適用した期間をそのまま引き継ぐものとす

る。 

（交付対象者の認定） 

第７条 支援金の交付を受けようとする者は、次条に規定する最も早い交付申請時までに

阿智村ふるさと奨学金返還支援金交付対象者認定申請書（様式第１号）を村長に提出す

るものとする。 

２ 前項の申請には、次の書類を添付しなければならない。 

(1) 奨学金貸与機関が発行する奨学金貸与を証するもの 
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(2) 在学生は、在学証明書又は学生証の類の写し 

(3) その他村長が必要と認める書類 

３ 村長は、前２項による申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるとき

は阿智村ふるさと奨学金返還支援金交付対象者認定通知書（様式第２号）により通知す

るものとする。 

（支援金の交付申請） 

第８条 前条による認定を受けた者（以下「申請者」という。）は、阿智村ふるさと奨学

金返還支援金交付申請書兼請求書（様式第３号。以下「申請書」という。）に次に掲げ

る書類を添えて村長に提出するものとする。 

(1) 奨学金等の返還金額を証するもの（領収書又は通帳の写し等） 

(2) 就業等の状況を証するもの（在職証明書又は事業実績が分かるもの） 

(3) その他村長が必要と認める書類 

２ 前項の申請書の提出期間は、毎年５月１日から５月31日とする。 

３ 申請の回数は、１年度につき１回とする。 

（交付決定及び額の確定） 

第９条 村長は、前条の申請があったときは、その内容について審査し、適当と認めると

きは、支援金の交付決定及び額を確定し、申請者に対し阿智村ふるさと奨学金返還支援

金交付決定及び額の確定通知書（様式第４号）により通知するものとする。 

（支援金の給付） 

第10条 申請者は、前条の交付決定及び額の確定に基づき、申請書への追記により村長へ

支援金の請求を行う。 

２ 村長は、前項による請求に基づき支援金を申請者が指定する金融機関口座へ速やかに

振り込むこととする。 

（調査等） 

第11条 村長は、支援金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認められる場合

は、調査を行い必要に応じて申請者に報告若しくは書類の提出を求めることができるも

のとする。 

（交付決定の取消し及び支援金の返還） 

第12条 村長は、第９条の規定による通知を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する

場合は、支援金の交付決定を取り消し、既に交付した支援金の全部又は一部の返還を求

めることができるものとする。 
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(1) 虚偽その他不正な行為により支援金の交付決定を受けたとき。 

(2) その他この要綱に違反する行為があったとき。 

（補則） 

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。 

附 則（令和４年７月13日告示第31号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（令和５年４月12日告示第17号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

 

様式第１号（第７条関係） 

様式第２号（第７条関係） 

様式第３号（第８条関係） 

様式第４号（第９条関係） 

 


